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文化創生課程 文化資源学コース 
 

教育目標 
人類が生み出してきた豊かな有形・無形の文化（文化財・美術工芸・民俗・宗教・言語・文学・思想
など）について多様な視点から専門知識・技能を学んでいきます。体系的な学習を通じて文化の新た
な価値と活用の可能性に気づきつつ，それらの価値や魅力を人類共通の文化遺産として国内外に伝え
ていく人材，あるいは地域や文化の振興に生かすことのできる人材の育成を目指します。 

 

文字囲み部分＝コア科目，ゴチック＝必修科目 

区
分 

年次 科目の区分及び授業科目名 所要 

単位 

教
養
教
育
科
目 

１年次 

 

～ 

 

４年次 

スタディスキル導入科目 4 単位 
英語 8 単位 

ローカル科目 2 単位 

グローバル科目 2 単位 
社会・文化 2 単位 

自然・科学 2 単位 

人間・生命 2 単位 

キャリア形成の基礎 1 単位 

キャリア形成の発展 3 単位 

学部越境型地域志向科目 2 単位 

多言語Ⅰ・Ⅱ 8 単位（推奨） 

適宜修得科目 6 単位（多言語を選択した場合は不要） 

３４ 

専
門
教
育
科
目 

１年次前期 

学部基本科目 8 単位（歴史学入門，哲学倫理入門，言語学入門，文学入門，社会学
入門，経済学入門，経営学入門，会計学入門，統計学入門，法学入門から 4 科目必修
選択） 

９０ 

１年次後期 

学部基本科目 2単位（グローバル実践科目） 
文化資源学 形態文化論 形態文化史 （文化資源学を含む，2 科目 4 単位） 

２年次前期 

（基礎科目） 

（3 科目 6 単位） 

民俗と文化 言語と文化 文学と文化 思想と文化 

２年次 

（発展科目） 

（10 科目 20 単位） 

〈文化財学系〉 〈言語学・文学系〉 〈倫理・思想学系〉 

日本考古学 

西洋考古学 

芸術史 

文化財論 

民俗学 

文化財科学 

 

日本語学 

言語学 

日本古典文学 

日本近現代文学 

言語学演習 

中国文学 A・B 

漢文学 A・B 

書道Ⅰ 

日本倫理思想 

西洋倫理思想 

東アジア思想 

博物館概論  博物館経営論  博物館教育論   

２年次 

（発展科目） 
〈実習・演習〉

（2 科目 4 単位）（ⅠとⅡを連続して履修） 

考古学実習Ⅰ・Ⅱ 

美術史実習Ⅰ・Ⅱ 

文化財論実習Ⅰ・Ⅱ 

民俗学実習Ⅰ・Ⅱ  

文化財科学実習Ⅰ・Ⅱ 

日本語学演習Ⅰ・Ⅱ  

日本古典文学演習Ⅰ・Ⅱ
日本近現代文学演習Ⅰ・Ⅱ 
 

日本倫理思想演習Ⅰ・Ⅱ 

西洋倫理思想演習Ⅰ・Ⅱ 

 

３年次 

（応用科目） 

（2 科目 4 単位）（Ⅰ・Ⅱの科目については，連続して履修することを推奨） 

〈文化財学系〉   〈言語学・文学系〉 〈倫理・思想学系〉 
考古学フィールドワーク実習Ⅰ・Ⅱ 
美術史資料実習Ⅰ・Ⅱ 

文化財保存活用実習Ⅰ・Ⅱ
民俗誌実習Ⅰ・Ⅱ 

保存科学実習Ⅰ・Ⅱ 

  

 

 

文化資源活用論 地域文化振興論 地域文化振興実習 

３年次 ゼミナール（前期 2単位・後期 2単位） 
４年次 

ゼミナール（前期 2単位・後期 2単位） 
卒業研究（6 単位）又は 特定課題研究（4 単位） 

１年次後期
～４年次 
（選択科目） 

文化資源学コース特設講義と他コース開講科目（歴史基礎論 A・歴史基礎論 B・日本
史・中国史・西洋史・人類学・インターンシップ A）（8 単位） 

 

１年次～ 

４年次 

本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目 

20 単位（特定課題研究を選択する場合は 22 単位） 

合  計 １２４

キャリア形成の発展
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[教養教育科目の履修] 

 

(1) 英語，多言語 

英語（必修）以外に，多言語を履修することを強く推奨します。 

 

(2) ローカル科目，グローバル科目，社会・文化，自然・科学，人間・生命 

文化資源学コース担当教員の科目の履修を勧めます。 

 

[専門教育科目の履修] 

 

(1) 学部基本科目 

１年次前期に開講される入門科目については，「歴史学入門」，「哲学倫理入門」，「言語学入門」，「文
学入門」を中心に履修することを勧めます。 

 

(2) コア科目 

文化資源学コースに所属を希望する学生は，１年次後期に開講される「コア科目」から，「文化資源
学（必修）」を含めて２科目（４単位）を選択して履修する必要があります。「文化資源学」のコア
となる考え方が提供されます。 

 

(3)２年次以降の講義・実習・演習とゼミナール・卒業研究（又は特定課題研究） 

文化資源学コースで開講される授業科目は，文化財学系，言語学・文学系，倫理・思想学系という
３つの専門分野に大きく分かれます。４年次での卒業研究（又は特定課題研究）でこの３つの専門
分野のうちどれを選ぶのかをある程度念頭におきながら，２年次以降に開講される授業の履修計画
を立ててください。基礎から応用へと科目内容は高度化しますので，系統的な履修が求められます。 

 文化財学系を志望する場合は，有形・無形文化財の取り扱いやフィールドワークを伴う実習があり
ます。２年次の実習・演習は連続的に履修し，３年次の実習は連続的に履修することを強く推奨し
ます。言語学・文学系と，倫理・思想学系を志望する場合は，文献資料の読解を行う演習がありま
す。 

 ３年次以降は，教員が個別に開講するゼミナールに所属し，卒業研究（又は特定課題研究）に向け
ての専門的な指導を受けることになります。 

 

(4) 文化資源活用論 地域文化振興論 地域文化振興実習 

 文化資源活用論では，考古・芸術・民俗・宗教・言語・文学・思想の６つの系統から，人間の文化
を資源として活用する方法や意義，その際の問題点について学びます。 
地域文化振興論では，考古・芸術・民俗・言語・文学等の分野で，地域で活動する専門家をゲスト
講師として招き，携わっている地域文化の現状や問題点，今後の展望等について講義してもらいま
す。 
地域文化振興実習では，地域の博物館・美術館・文学館等の文化施設に赴き，文化振興の現状を実
際に学んで，よりよい振興のあり方・方法等について学びます。 

 

(5)選択科目 

選択科目は文化資源学コース特設講義及び本コースの学習内容と関連の深い他コースの授業です。
学生のみなさんの関心に基づいて履修してください。 

 

(6)本学部及び他学部で開設している教養教育科目 又は専門教育科目 

文化資源学コースでは，卒業に必要な単位のうち 20 単位（特定課題研究を選択する場合は 22 単位）
は適宜選択科目としています。これには本コース開講科目はもちろん，本学部の他コース・他学部
の開講科目を含むことができます。教養教育科目は４単位までとします。なお，別表第６教職に関
する科目及び別表第７学芸員の資格を取得するための授業科目の中の必修科目（但し「博物館概論」，
「博物館経営論」，「博物館情報・メディア論」，「博物館教育論」を除く）は，含めることはできま
せん。 
 



－ 15 －

-14 - 

 

文化創生課程 多文化共生コース 
 

教育目標 
 本コースは,英語をはじめ外国語の高い運用能力に裏打ちされた多元的な文化理解に基づいて，多様
性の認識とグローバルマインド，さらには柔軟で主体的な思考力と判断力を養成し，国内外の正しい
歴史・文化理解をもとに，世界情勢を的確に見極めつつ，地域社会のグローバル化の推進に貢献でき
る人材を育成します。 

 

文字囲み部分＝コア科目，ゴチック＝必修科目 

区
分 

年次 科目の区分及び授業科目名 所要 

単位 

教
養
教
育
科
目 

１年次 

 

～ 

 

４年次 

スタディスキル導入科目 4 単位 
英語 8 単位 

ローカル科目 2 単位  グローバル科目 2 単位 
社会・文化 2 単位  自然・科学 2 単位  人間・生命 2 単位 

キャリア形成の基礎 1 単位  キャリア形成の発展 3 単位 

学部越境型地域志向科目 2 単位 

多言語Ⅰ・Ⅱ 8 単位（推奨） 

適宜修得科目 6 単位（多言語を選択した場合は不要） 

３４ 

専
門
教
育
科
目 

１年次前期 

学部基本科目 8 単位 

（歴史学入門，哲学倫理入門，言語学入門，文学入門，社会学入門，経済学入門，経
営学入門，会計学入門，統計学入門，法学入門から 4 科目必修選択） 

９０ 

 

１年次後期 

学部基本科目 2単位（グローバル実践科目） 
多文化共生論 グローバルコミュニケーション論 A  
文学基礎論 A 歴史基礎論 A 地域基礎論 A 国際共生論 A 
（多文化共生論を含む 3科目 6単位） 

２年次前期 

（基礎科目） 

言語コミュニケーション実習ⅠA（英語・多言語） 
トラベルスタディーズ A（夏季休業に実施） 
人文地理 A，自然地理 A，地誌 A 

〈歴史文化学系〉 〈外国語・外国文学系〉 〈地域学系〉 

歴史文化演習 A 
歴史基礎論 B 
多文化基礎論 

グローバルコミュニケーション論 B 
文学基礎論 B 

地域基礎論 B 
国際共生論 B 
 

２年次後期 

 
（基礎・発展科

目） 

言語コミュニケーション実習ⅠB（英語・多言語） 
トラベルスタディーズ B（春季休業に実施） 
人文地理 B，自然地理 B，地誌 B 

〈歴史文化学系〉  〈外国語・外国文学系〉 〈地域学系〉 

歴史文化演習 B   
日本史 
中国史       
西洋史 
ユーラシア史 
沿岸アジア史 
西洋古典文化論 

英語学 A・B 
英米文学 A・B 
言語文化論 

欧米文化論 A・B 
アジア地域学 A・B 
ヨーロッパ地域学 
アメリカ・オセアニア地域学 A・B

３年次 

 

ゼミナール（前期 2単位・後期 2単位） （応用科目） 
言語コミュニケーション実習ⅡA・B（英語） 
言語コミュニケーション実習ⅡA・B（多言語）  

４年次 

ゼミナール（前期 2単位・後期 2単位）
卒業研究（6 単位）又は 特定課題研究
（4 単位） 

（応用科目） 

言語コミュニケーション実習ⅢA・B（英語） 

１年次後期
～４年次 
（選択科目） 

多文化共生コース特設講義と他コース開講科目（文化資源学・言語と文化・社会調査
論・社会学・ミクロ経済学Ⅰ・公法学・経営戦略論・インターンシップ A）8単位 

 

１年次～ 

４年次 

本学部及び他学部で開設している教養教育科目 又は専門教育科目 
20単位（特定課題研究を選択する場合は 22単位） 

合  計 １２４
 

キャリア形成の発展
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[教養教育科目の履修] 

 

(1) 英語，多言語 

多文化共生コースを志望する場合は，英語（必修）以外に，多言語（ドイツ語Ⅰ・Ⅱ，フランス語
Ⅰ・Ⅱ，中国語Ⅰ・Ⅱ）の履修を強く推奨します。２年次以降の言語コミュニケーション実習（多
言語）は，これらの履修を前提とします。 

 

(2) ローカル科目，グローバル科目，社会・文化，自然・科学，人間・生命 

多文化共生コース担当教員の科目の履修を勧めます。 

 

 

[専門教育科目の履修] 

 

(1) 学部基本科目 

１年次前期に開講される入門科目については，「歴史学入門」，「哲学倫理入門」，「言語学入門」，「文
学入門」を中心に履修することを勧めます。 

 

(2) コア科目 

多文化共生コースに所属を希望する学生は，１年次後期に開講される「コア科目」から，「多文化共
生論（必修）」を含めて 3 科目（6 単位）を選択して履修する必要があります。「多文化共生」のコ
アとなる考え方が提供されます。 

 

(3)言語コミュニケーション実習（英語・多言語） 

言語コミュニケーション実習ⅠＡ～ⅡＢ（英語）とⅠＡ・ⅠＢ（多言語）は必修です。また，ⅢＡ・
ⅢＢ（英語）とⅡＡ・ⅡＢ（多言語）は選択科目ですが，履修を強く推奨します。 

 

(4)2 年次以降の講義・演習とゼミナール・卒業研究（又は特定課題研究） 

多文化共生コースで開講される授業科目は，歴史文化学系，外国語・外国文学系，地域学系という
３つの専門分野に大きく分かれます。４年次での卒業研究（又は特定課題研究）でこの３つの専門
分野のうちどれを選ぶのかをある程度念頭におきながら，２年次以降に開講される授業の履修計画
を立ててください。基礎から応用へと科目内容は高度化しますので，系統的な履修が求められます。 

 また，歴史文化学系を志望する場合は，文献資料・研究論文の講読やフィールドワークなどを行な
う「歴史文化演習Ａ・Ｂ」の履修を強く推奨します。 

 ３年次以降は，教員が個別に開講するゼミナールに所属し，卒業研究（又は特定課題研究）に向け
ての専門的な指導を受けることになります。 

 

(5)トラベルスタディーズ A・B 

トラベルスタディーズＡは主に英語圏を，Ｂは主に非英語圏を実習の対象とし，学生は学部教員の
引率のもと，夏季もしくは春季休業中に海外の協定大学を訪問します。外国の文化に直接触れ，外
国語を用いて様々な人と接することを通じて異文化理解を深め，コミュニケーション能力を磨くこ
とを目的とします。 

 

(6)選択科目 

選択科目は多文化共生コース特設科目及び本コースの学習内容と関連の深い他コースの授業です。
学生のみなさんの関心に基づいて履修してください。 

 

(7)本学部及び他学部で開設している教養教育科目 又は専門教育科目 

多文化共生コースでは，卒業に必要な単位のうち 20 単位（特定課題研究を選択する場合は 22 単位）
は適宜選択科目としています。これには本コース開講科目はもちろん，本学部の他コース・他学部
の開講科目を含むことができます。教養教育科目は４単位までとします。なお，別表第６教職に関
する科目及び別表第７学芸員の資格を取得するための授業科目の中の必修科目（「博物館概論」，「博
物館経営論」，「博物館情報・メディア論」，「博物館教育論」を除く）は，含めることはできません。 
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社会経営課程 経済法律コース 

 

教育目標 
 皆さんが社会で働くようになれば様々な問題に直面します。公務員であれば市町村の経済活性化政
策の立案を任されたり，民間企業では新製品が法律上の問題がないかを検討する仕事を担うこともあ
ります。このような問題を解決するには経済学や法学の素養が必要です。本コースでは，広範な講義
科目と自ら問題を調査・分析する実習科目を通じて，経済学と法学両分野の専門知識を体系的に習得
します。 

 

文字囲み部分＝コア科目，ゴチック＝必修科目 

区
分 

年次 科目の区分及び授業科目名 

所要 

単位 

教
養
教
育
科
目 

１年次 

 

～ 

 

４年次 

スタディスキル導入科目 4 単位  

英語 8 単位 

ローカル科目 2 単位        グローバル科目 2 単位  

社会・文化 2 単位         自然・科学 2 単位      人間・生命 2 単位
キャリア形成の基礎 1 単位     キャリア形成の発展 3 単位 

学部越境型地域志向科目 2 単位    

適宜修得科目 6 単位 

３４ 

専
門
教
育
科
目 

１年次前期 

（学部基本科目） 

学部基本科目（歴史学入門，哲学倫理入門，言語学入門，文学入門，社会学入門， 

経済学入門，経営学入門，会計学入門，統計学入門，法学入門から 4 科目必修選択） 8 単位
 

９０ 

１年次後期 

（コア科目，  
学部基本科目） 

ミクロ経済学Ⅰ   マクロ経済学Ⅰ   公法学   私法学 
学部基本科目（グローバル実践科目） 2 単位 

２年次前期 

（基礎科目， 
コア科目） 

〈公共政策系〉 〈経済政策系〉 〈雇用・生活政策系〉 
財政学  行政学 

政治学  憲法 

行政法  刑法 

経済政策  金融論 

国際経済学 

経済学史  商法 

労働経済学 

日本経済史 

民法  労働法 

ミクロ経済学Ⅱ マクロ経済学Ⅱ 経済法律基礎演習Ⅰ 

２年次後期 

（発展科目，コア
科目，応用科目） 

〈公共政策系〉 〈経済政策系〉 〈雇用・生活政策系〉 

公共政策論  刑事司法論 

地方財政論  地方自治論 

産業立地論  市場経済論 

経済発展論  市場法制論 

国際金融論 

雇用政策論  消費経済論 

生活政策論  

社会保障制度論 

経済法律基礎演習Ⅱ 
自治体政策研究 

３年次前期
（応用科目） 

経済学演習Ⅰ   法学演習Ⅰ   地域行政実習 

ゼミナールⅠ 

３年次後期
（応用科目） 

経済学演習Ⅱ   法学演習Ⅱ   地域政策実習   地域司法実習 
ゼミナールⅡ 

４年次 

ゼミナールⅠ 
ゼミナールⅡ 
卒業研究（6 単位） 又は 特定課題研究（4 単位） 

１年次後期
～４年次 
（選択科目） 

経済法律コース特設講義と他コース開講科目（文化資源学・地域文化振興論・多文化共生論・
経営戦略論・簿記システムⅠ・地域イノベーション論Ⅰ・現代企業論Ⅰ・地域情報論 A・統
計データ分析 A・職業指導・インターンシップ A）8 単位 

 １年次～ 

４年次 

本学部及び他学部で開設している教養教育科目 又は 専門教育科目 

20 単位（特定課題研究を選択する場合は 22 単位） 

合  計 １２４

キャリア形成の発展
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[教養教育科目の履修] 

 

(1) 英語，多言語 

英語は，必修になります。多言語(ドイツ語Ⅰ・Ⅱ，フランス語Ⅰ・Ⅱ，中国語Ⅰ・Ⅱ)は，各自の興
味関心に応じて履修してください。 

 

(2) ローカル科目，グローバル科目，社会・文化，自然・科学，人間・生命，学部越境型地域志向科
目，キャリア形成の発展 

経済法律コース担当教員の科目の履修を勧めます。 

 

 

[専門教育科目の履修] 

 

(1) 学部基本科目 

１年次前期に開講される入門科目については，「経済学入門」「法学入門」を中心に履修することを
勧めます。 

 

(2) コア科目 

 １年次後期および２年次前期に開講されるコア科目の中から，「経済法律基礎演習Ⅰ・Ⅱ」（必修）
を含む５科目（10 単位）を修得する必要があります。 

 

(3) 基礎科目 

経済法律コースのカリキュラムは，公共政策系，経済政策系，雇用・生活政策系をバランス良く配
置しています。科目の選択にあたっては，各自が目的意識をもって，それぞれの領域ごとに基礎か
ら発展，応用へと系統的に学習を進めていくと，より学習効果が期待できます。 

基礎科目は，15 科目のうちから６科目（12 単位）を修得する必要があります。 

 

(4) 発展科目 

 発展科目は，基礎科目で得た知識を前提により実践的な授業が展開されます。13 科目のうちから６
科目（12 単位）を修得する必要があります。 

 

(5) 応用科目 

 応用科目は，これまでの講義で得た知識を実践的に活かす課題解決型の授業が行われます。８科目
のうちから２科目（４単位）を修得する必要があります。 

 

(6) ゼミナール・卒業研究（又は特定課題研究） 

 ３年次以降は，教員が個別に開講するゼミナールに所属し，卒業研究（又は特定課題研究）に向け
ての専門的な指導を受けることになります。ゼミナール（合計８単位）は必修で，卒業研究（６単
位）と特定課題研究（４単位）はどちらかを必ず修得する必要があります。 

なお，卒業研究を履修するためには，基礎的な知識水準として経済学検定 200 点以上のスコア，あ
るいは法学検定試験ベーシックコースの取得が目安になります。 

 

(7) 選択科目 

選択科目は経済法律コース特設講義及び本コースの学習内容と関連の深い他コースの授業です。学
生のみなさんの関心に基づいて履修してください。 

 

(8) 本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目 

経済法律コースでは，卒業に必要な単位のうち 20 単位（特定課題研究を選択する場合は 22 単位）
は適宜選択科目としています。これには本コース開講科目はもちろん，教養教育科目，本学部の他
コース・他学部の開講科目を含むことができます。教養教育科目４単位までとします。なお，別表
第６教職に関する科目及び別表第７学芸員の資格を取得するための授業科目の中の必修科目（「博物
館概論」，「博物館経営論」，「博物館情報・メディア論」，「博物館教育論」を除く）は，含めること
はできません。 
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社会経営課程 企業戦略コース 

 

教育目標 
 本コースでは，ⅰ）経営学・会計学の専門的・体系的知識の習得とそれらを実践的に活用する能力
の養成，ⅱ）経営管理・経営の合理化・企業の社会的責任等に関する専門知識の習得とそれらを実践
的に活用する能力の養成，ⅲ）企業のグローバル化が地域社会にもたらす影響等についての課題認識
の習得，を通じて，地域産業の育成と発展に寄与する人材を育成します。 

 

文字囲み部分＝コア科目，ゴチック＝必修科目 

区
分 

年次 科目の区分及び授業科目名 

所要 

単位 

教
養
科
目 

1～4 年次 

スタディスキル導入科目 4 単位 
英語 8 単位 

ローカル科目 2 単位 

グローバル科目 2 単位 
社会・文化 2 単位 

自然・科学 2 単位 

人間・生命 2 単位 

キャリア形成の基礎 1 単位 

キャリア形成の発展 3 単位 

学部越境型地域志向科目 2 単位 

多言語Ⅰ・Ⅱ 8 単位 

適宜修得科目 6 単位（多言語を選択した場合は不要） 

３４ 

専
門
教
育
科
目 

1 年次前期 

学部基本科目 8 単位（歴史学入門，哲学倫理入門，言語学入門，文学入門，社会学入門，経
済学入門，経営学入門，会計学入門，統計学入門，法学入門から 4 科目選択必修） 

９０ 

1 年次後期 

学部基本科目 2単位（グローバル実践科目） 
 経営戦略論          簿記システムⅠ  
 ベンチャービジネス論  

(選択科目) 
ミクロ経済学Ⅰ 
マクロ経済学Ⅰ 
社会学 

2 年次前期 

（基礎科目） 

（経営学基礎科目） 
経営管理論 
企業経営史Ⅰ 
（商学基礎科目） 
マーケティング論Ⅰ 
 

（会計学基礎科目） 
簿記システムⅡ 
財務会計Ⅰ 
原価計算 
（情報処理基礎科目） 
地域データ分析Ⅰ 

(選択科目) 
国際経済学 
商法 
民法 
言語コミュニケーション実
習ⅠA(英語) 
職業指導 
企業戦略コース特設講義 A 

事業計画演習Ⅰ 

2 年次後期 

(基礎科目) 

（経営学基礎科目） 
経営組織論 
企業経営史Ⅱ 
（商学基礎科目） 
マーケティング論Ⅱ 

（会計学基礎科目） 
財務会計Ⅱ 
管理会計 
（情報処理基礎科目） 
地域データ分析Ⅱ 

(選択科目) 
企業戦略コース特設講義 B 

事業計画演習Ⅱ 

3 年次 

(発展・応用科目) 

（経営学発展科目） 
地域イノベーション論Ⅰ･Ⅱ
現代企業論Ⅰ･Ⅱ 
社会的企業論 
グローバル経営論Ⅰ･Ⅱ 

（会計学発展科目） 
税務会計 A･B 
 

(選択科目) 
地域文化振興論 
企業戦略コース特設講義 C 
企業戦略コース特設講義 D 

（応用科目） 
インターンシップ A･B 
スタディツアー 
ビジネス戦略実習Ⅰ･Ⅱ 
ゼミナール（前期 2単位・後期 2単位） 

4 年次 

（応用科目） 

プロジェクトマネジメント実習Ⅰ･Ⅱ 
ゼミナール（前期 2単位・後期 2単位） 
卒業研究（6単位）又は 特定課題研究（4単位） 

 本学部及び他学部で開設している教養教育科目 又は専門教育科目 
20単位（特定課題研究を選択する場合は 22単位） 

合計 １２４
 

キャリア形成の発展
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[教養教育科目の履修] 

 

教養科目の履修案内を参考にして卒業に必要な単位を修得してください。実社会で必要とされる幅
広い教養を身につけましょう。 

“ローカル科目”，“グローバル科目”，“社会・文化”，“自然・科学”，“人間・生命”については，
企業戦略コ－ス担当教員の科目の履修を勧めます。 

 

 

[専門教育科目の履修] 

 

(1) 学部基本科目 

１年次前期に開講される入門科目については，「経営学入門」，「会計学入門」，「統計学入門」に加え
て，「経済学入門」や「法学入門」，「社会学入門」の履修を勧めます。学部基本科目については，グ
ローバル実践科目を含む，５科目 10 単位を修得する必要があります。 

 

(2) コア科目 

企業戦略コースに所属を希望する学生は，１年次後期に開講される，「経営戦略論」，「ベンチャービ
ジネス論」，「簿記システムⅠ」の３科目（６単位）すべてを修得する必要があります。これらは，
本コースで２年次以降に開講される科目の基礎となります。 

「経営戦略論」及び「簿記システムⅠ」の専門学習をとおして，企業経営の基礎を理解します。「ベ
ンチャービジネス論」では，地域の起業家等をゲストスピーカーに迎えて授業を展開することによ
って，受講学生にロール・モデルを提示しながら，起業家精神の醸成を図るとともに，地域で起業
することの社会的意義と可能性について考える機会を提供します。 

 

(3)基礎科目 

「事業計画演習Ⅰ」及び「事業計画演習Ⅱ」は，コア科目や経営学基礎科目・会計学基礎科目の学
びを応用し，実践的に活用するための演習科目です。授業の展開にあたっては実務家と連携しなが
ら，反転型の授業形式や課題解決型授業等を積極的に取り入れ，事業を興すために必要な実践的な
知識の習得を行う必修科目です。 

基本科目については，「事業計画演習Ⅰ」，「事業計画演習Ⅱ」を含む，10 科目 20 単位以上を修得す
る必要があります。開講されるすべての科目の履修を強く推奨します。 

 

(4)発展科目 

発展科目については，４科目８単位以上の修得が必要です。開講されるすべての科目について，学
生のみなさんの積極的な履修を強く推奨します。 

 

(5)応用科目 

「ビジネス戦略実習Ⅰ」及び「ビジネス戦略実習Ⅱ」は，コア科目，基礎科目，発展科目で学んだ
専門知識や「事業計画演習Ⅰ・Ⅱ」で習得した実践的知識を活用し，地域企業との連携のもとに，
課題解決型学習（商品開発企画，販売企画の考案等）をとおして課題発見力・課題解決力・企画提
案力・コミュニケーション力等を高める必修科目です。また，こうした応用，実践を通して専門知
識の定着を図ります。 

応用科目については，「ビジネス戦略実習Ⅰ」，「ビジネス戦略実習Ⅱ」を含む，３科目６単位以上を
修得する必要があります。 

 

(6)ゼミナール・卒業研究（又は特定課題研究） 

 ３年次以降は，教員が個別に開講するゼミナール（必修科目）に所属し，卒業研究（又は特定課題
研究）に向けての専門的な指導を受けることになります。 

 

(7)選択科目 

選択科目は「企業戦略コース特設講義」及び本コースの学習内容と関連の深い他コース担当の教員
により開講される授業です。ここで，「企業戦略コース特設講義」とは，企業からの寄附講義など必
ずしも定期的に開催されるとは限らない科目の総称です。掲示やシラバスを参考にして，学生のみ
なさんの関心に基づいて履修してください。なお，言語コミュニケーション実習ⅠＡ（英語）を履
修した場合は，続けて言語コミュニケーション実習ⅠＢ（英語）を履修することを推奨します。 

 

(8)本学部及び他学部で開設している教養教育科目 又は専門教育科目 

企業戦略コースでは，卒業に必要な単位のうち 20 単位（特定課題研究を選択する場合は 22 単位）
は適宜選択科目としています。これには本コース開講科目はもちろん，本学部の他コース・他学部
の開講科目を含むことができます。教養教育科目は４単位までとします。なお，別表第６教職に関
する科目及び別表第７学芸員の資格を取得するための授業科目の中の必修科目（「博物館概論」，「博
物館経営論」，「博物館情報・メディア論」，「博物館教育論」を除く）は，含めることはできません。 
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キャリア形成の発展
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６．所属の変更 
 
 所属の変更には，転学部，転コース，転ゼミナールがあります。 
これらは，一定の範囲と条件で可能ですが，受入人数の制限，取得単位等の要件，また選考などの条
件があります。変更が認められても，場合によっては，卒業に４年を超えることもあるので，慎重に
考えてください。 

 
①転学部 

  人文社会科学部から他学部への変更については，当該学部の教務担当に尋ねてください。 
 

②転課程 
  課程の変更は，２年進級時以降各学期開始時に認められることがあります。 
  転課程はコース変更を伴います。その受入人数は，希望する課程・コースの定員に空きがあるかど

うかによりますが，選考があります。選考については，入試の成績と入学後の成績等も参考にします。
３年進級時以降の転課程は，ゼミナール変更も伴いますので，ゼミナール所属要件を満たし，かつ志
望ゼミナールの受入人数に空きがある場合となり，担当教員の選考を受けることになります。 

 
③転コース（所属している課程の中での転コース） 

  コースの変更は，２年進級時以降各学期開始時に認められることがあります。 
  その受入人数は，希望するコースの収容人数に空きがあるかどうかによります。また，ゼミナール

所属後のコース変更は，ゼミナール変更も伴いますので，ゼミナール所属要件を満たし，かつ志望ゼ
ミナールの受入人数に空きがある場合となり，担当教員の選考を受けることになります。 

  なお，自分の所属課程以外の他課程のコースへの変更は，結局転課程になりますから，上の②にな
ります。 

 
④転ゼミナール（所属しているコースの中での転ゼミナール） 

  ゼミナールは，原則は３年次と４年次に同じゼミナールに所属しますが，例外的に３年後期開始時，
４年進級時に変更が認められることがあります。 

  なお，自分の所属している課程であっても，他のコースのゼミナールへの変更を希望する場合は，
転コースとなりますから、上の③になります。 

  また，他の課程の他コースのゼミナールへの変更を希望する場合は，転課程となりますから，上の
②になります。 

 
 ※上の②③④のいずれの場合も，人文学社会科学部教務担当へ尋ねてください。 
   
 ※なお，ハラスメントによる所属の変更希望は，緊急性が高いので，随時対応します。前頁の「異議・

苦情申し立て」を参照してください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６.所属の変更
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７．進路 

 
 １）就職について 
（１）人生の重大な選択としての就職 

就職は，人生の重大な選択です。自分にとって最も良い就職先とはどこなのか，自分自身にし
かわかりません。自己分析（自分はどのような性格で，何が向くのか），職業観（どのような仕
事をしたいのか）などについては，日頃からよく考えておく必要があります。 

（２）就職活動は入念な準備が必要 
    就職活動は，様々な準備から実際の活動まで，全て自分自身で行わなくてはなりません。知ら

なかったために時期を逃してしまった場合，やり直したり，追いついて取り戻したりすることが
できません。むやみに焦る必要はありませんが，適切な時期に必要な準備を行い，自分自身の納
得できる就職ができるようにしましょう。 

    １・２年生の間は，勉強や部活・サークル，課外活動，社会活動，留学など，色々なことに挑
戦し，自分自身を向上させましょう。 

    ３年生になったら，就職活動の準備を始めましょう。自分の適性や就きたい職業について具体
的に考えてください。自己分析，筆記試験の準備，インターンシップ，エントリーシートの準備
など，いわゆる解禁日前に，やるべきことはたくさんあります。就職活動は，解禁日に開始する
のではなく，解禁日に開始できるように準備をしておくことが重要です。 

    公務員や教員を志望している人は，試験科目や試験内容等について早めに情報を集め，１・２
年生時から試験関連科目を計画的に履修してください。 

 
 ２）就職支援体制 

就職を支援する体制として，弘前大学にはキャリアセンターが，人文社会科学部には就職対策専
門委員会があります。 

（１）キャリアセンター 
合同企業説明会や就職ガイダンスを行って，就職に関する様々な情報を提供します。弘前大学

学生を対象とした企業からの求人票が届くのもキャリアセンターになります。 
    常駐する専門のスタッフが個別の相談に対応します。弘前大学のホームページから，キャリア

センターに入ると，Ｗｅｂ上で詳しい情報を見ることができます。１・２年生のうちから，積極
的に利用してください。 

（２）就職対策委員会 
    人文社会科学部の学生を対象としたガイダンスを開催します。 

就職活動は，正確な情報を入手することが重要です。学部でのガイダンスでは，年々変わる就
職活動のスケジュールや方法，人文社会科学部学生に必要な情報や準備方法などを，具体的に伝
えます。 

    ガイダンスの日程や内容は，掲示や配付物で知らせます。掲示には常に注意し，必ず出席する
ようにしてください。 

    
 ３）就職関係の情報について 

  社会の変動とともに，就職情報は刻々と変わります。一年上の先輩からの情報は，参考にはなり
ますが，同じように行ってＯＫという訳ではありません。全学主催・学部主催の就職ガイダンスに
は必ず出席して，最新の情報を得ましょう。 

   就職関係の情報は，担任教員や指導教員から提供されることもありますが，基本的には自分自身
で「取りに行く」ことが重要です。キャリアセンターや，人文社会科学部の就職関連の掲示や告知
する配付物には注意し，各種ガイダンスには必ず出席するようにして下さい。 
 ガイダンスでは，最新の就職関連情報や，就活のスケジュール，インターンシップ情報，自己分 
析や企業研究の方法など，重要で具体的な情報が与えられます。 

  
 ４）進学について 

卒業後の進路としては，就職のほか，大学院への進学というものがあります。大学院では，学部
での研究をさらに深めていきます。弘前大学には，大学院人文社会科学研究科(修士課程)が設置さ
れており，さらに研究を深めたい人には，弘前大学大学院地域社会研究科(博士課程)があります。
進学については指導教員に相談してください。 
人文社会科学分野の場合，民間企業等への就職のためのキャリアアップとしての大学院進学はあ

まり一般的ではありません。新規採用の対象として，学部の卒業生だけを考えている企業等も多く，

７. 進路
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大学院へ進学することによって，就職先が制限される場合もあります。教員や公務員の場合は，専
門性の高い学習をしている学生が望まれることがあります。大学院への進学については，もっと研
究したいという意欲が大事なのはもちろんですが，志望する職業など，将来のことをしっかり考え
ておくことも重要です。 

 
８．資格取得 
 

 近年，資格取得を考える学生が増えています。学部の授業科目が資格取得に役立つものがかなりあ
りますが，それについては自分で情報を集めてください。またその一部についてはコースのガイダン
スで紹介されることもあります。 

  ここでは資格取得が，人文社会科学部のカリキュラム上，認定または設定されているものを紹介し，
要点を説明します。 

  当該資格取得が，現在，カリキュラム上認定または設定されているものとしては，（１）教育職員， 
（２）博物館学芸員，（３）社会調査士の３種があります。 
 詳しくはそれぞれのガイダンスで情報を得てください。 

 
 
 １）教育職員免許状 
 
   人文社会科学部で取得できる教育職員免許状は，中学校教員の普通免許状と，高等学校教員の普 

通免許状です。教科は，「国語」「社会」「地理歴史」「公民」「商業」「英語」です。これらの 
免許状を取得するには，規則によって定められた一定の履修方法が必要ですから，それに沿った履 

  修計画を立てなければなりません。 
   そのための第一歩が「教職ガイダンス」への出席です。ガイダンスでは，免許状を取得するため 

の手順，履修すべき授業科目と単位数，教育実習の手続きなどの説明があります。入学直後にガイ 
ダンスがありますので，掲示に注意し，必ず出席してください。 

 
 ２）博物館学芸員の資格 
 
   学芸員資格を取得するにはいくつかの方法がありますが，大学の学部在学中に所定の単位を修得 

するのが一般的です。 
   しかし，学芸員資格そのものは教員免許とはかなり性格が異なります。実際の採用にあたっては， 

単に資格を持っているだけでは困難であり，また専門的知識や経験の有無がかなり左右します。採 
用の時期も不定期です。 

   履修すべき科目等，また職業としての学芸員のあり方やその採用状況などについては，「学芸員 
課程ガイダンス」で説明されます。 

 
 ３）社会調査士の資格 
 
   社会調査士の資格を取得するためには，社会調査士資格認定機構が認定した機関(大学等)で標準 

カリキュラムに対応した科目を履修し，単位認定を受けなければなりません。 
   人文社会科学部はこの認定を受け，必要な科目が設置されました。これらの科目やその履修の仕 

方など，また資格取得までの具体的手順についても，「社会調査士資格取得ガイダンス」で説明さ 
れます。 

 
 

８. 資格取得
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　　  弘前大学人文社会科学部規程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年４月１日制定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規　程　第　８８　号

                                                      　　　  最終改正：平29. 2.14　

    第１章　総則

  （趣旨）

第１条  弘前大学人文社会科学部（以下「学部」という。）に関する事項は，弘前大学学則（平成

16年規則第2号。以下「学則」という。），弘前大学各学部共通規程（以下「共通規程」という。），

弘前大学教養教育履修規程（平成27年規程第283号。以下「教養教育履修規程」という。）に定

めるもののほか，この規程の定めるところによる。

    第２章　課程，教育課程及び授業

  （課程及び講座）

第２条　学部に次の課程を置く。　

    文化創生課程

　　社会経営課程

２　学部に次の講座を置く。

 文化財論　思想文芸　コミュニケーション　国際社会　情報行動　ビジネスマネジメント　 

 経済システム　公共政策

  （教育研究上の目的）

第２条の２　学部は，多元的な文化理解と多様性認識，地域文化を含む自国の文化の創造力と発

信力の養成に力を入れつつ，地域課題を含む現実の課題の解決に重点をおいた実践型教育を提

供することで，地域社会の活性化に寄与する人材を育成することを目的とする。

２　各課程の教育研究上の目的は次の各号に掲げるとおりとする。

　(1) 文化創生課程

　人文科学分野の専門的知識・技能を学びつつ，国内外の歴史・文化を理解する力，地域の

伝統文化を含む自国の文化を創造し発信する力を身につけ，地域の文化振興や地域社会のグ

ローバル化の推進等に寄与する人材を育成する。

  (2) 社会経営課程

　社会科学分野の専門的知識・技能を学びつつ，自治体等の政策立案，民間企業の経営戦略，

地域住民との協働などの場で課題発見や課題解決のための力を主体的に発揮し，社会に寄与

する人材を育成する。

  （教育課程及び履修コース）

第３条　学部の教育課程は，教養教育科目及び専門教育科目をもって編成する。

２　各課程に履修上の区分として，次の履修コースを置く。

課　程 履　修　コ　ー　ス 

文化創生課程 文化資源学コース，多文化共生コース

社会経営課程 経済法律コース，企業戦略コース，地域行動コース

�
�������

�
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��
��
�
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  （教養教育科目及び国際交流科目の履修等）

第４条　教養教育科目の履修等については，教養教育履修規程の定めるところによる。

  （専門教育科目の授業科目等）

第５条　専門教育科目は，学部基本科目及び学部専門科目（コア科目，基礎科目，発展科目，応

用科目，選択科目，ゼミナール及び卒業研究）に区分する。

２　授業科目は，講義，ゼミナール，演習及び実習に区分する。

３　授業科目，単位数，配当学期及び選択・必修の別は，別表第１から別表第５までに定めると

おりとする。

  （授業の公示）

第６条　各学期に開設する授業科目，時間数，担当教員名等は，学年又は学期の初めに公示する。

  （履修科目の届出）

第７条　学生は，履修しようとする授業科目について，学年又は学期の初めの指定の期日までに

所定の履修登録手続をしなければならない。

２　前項の手続の後，授業科目を変えることはできない。

    第３章　単位の修得

  （単位の計算方法）

第８条　授業科目の単位数は，次の基準によって計算する。

  (1) 講義，ゼミナール及び演習については，15時間をもって１単位とする。

  (2) 実習については，30時間をもって１単位とする。

  （修得すべき単位数）

第９条　修得すべき専門教育科目の単位数は，別表第１から別表第５に定めるとおりとする。

  （他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）

第10条　学則第17条の規定により，他の大学又は短期大学における授業科目を履修しようとする

者は，履修願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。

２　前項の規定による願い出があった場合は，教授会の議を経て , 学長が許可することがある。

３　前項の規定により許可された者の修得した単位は，教授会の議を経て，学部長が，60単位を

超えない範囲で学部で修得したものとみなすことができる。

  （大学以外の教育施設等における学修）

第11条　学則第18条の規定により，大学以外の教育施設等における学修を履修しようとする者は，履修

願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。

２　前項の規定による願い出があった場合は，教授会の議を経て，学部長が許可することがある。

３　前項の規定により許可された者の修得した単位は，教授会の議を経て，学部長が，学部で修

得したものとみなし，その単位数は前条第３項の規定により修得したものとみなす単位数と合

わせて60単位を超えないものとする。
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  （入学前の既修得単位等の認定）

第12条　学則第19条の規定により，学部に入学前の既修得単位等の認定を願い出ようとする者は，

認定願その他必要書類を学部長に提出しなければならない。

２　前項の規定による願い出があった場合は，教授会の議を経て，学部長が許可することがある。

３  前項の規定により認定された単位は，教授会の議を経て，学部長が，学部で修得したものと

みなし，その単位数は，転学，編入学等の場合を除き，本学において修得した単位以外のもの

については，第10条第３項及び前条第３項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせ

て60単位を超えないものとする。

  （留学）

第13条　学則第40条の規定により，外国の大学に留学しようとする者は，留学願その他必要書類

を学部長を経て学長に提出しなければならない。

２　前項の規定による願い出があった場合は，教授会の議を経て，学長が許可することがある。

３　前項の規定により留学した場合は，第10条第３項の規定を準用する。

    第４章　試験，卒業，教育職員免許状及び学芸員の資格

  （単位の認定及び授与）

第14条　単位修得の認定は，試験によるものとする。ただし，授業科目によっては，平常の成績

又は報告書等の結果により認定することができる。これらに合格した学生に対しては，その授

業科目所定の単位を与える。

  （試験）

第15条　試験は，授業科目試験及び卒業研究試験とする。

２　授業科目試験は，授業の終了する学期又は学年末に行う。ただし，授業科目によってはその

他適当な時期に行うことがある。

３　学生は，第７条の手続を経て履修した科目についてのみ受験することができる。ただし，授

業出席時間数が，その科目の授業総時間数の３分の２に達しない者には，原則として受験資格

を与えない。

４　卒業研究試験を受けようとする者は，所定の期日までに研究成果を提出しなければならない。

５　卒業研究試験は，提出された研究成果の審査とその研究成果に関する口頭試問による。

  （追試験）

第16条　やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては，別に定めるところにより，追試

験を行うことがある。

  （卒業の認定）

第17条　学部に所定の期間在学し，所定の単位を修得した者に卒業を認定する。

２　卒業の認定は，教授会の議を経て，学部長の申出により学長が行う。

  （教育職員免許状及び教職科目）

第18条　学部において，教育職員免許法（昭和24年法律第147号）及び同法施行規則（昭和29年文

部省令第26号）に規定する所定の単位を修得したときに取得できる教育職員免許状の種類，教
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科は，次のとおりとする。

 

課　程 取 得 で き る 免 許 状

種　類 教　科

文 化 創 生 課 程 中学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状

国語，英語，社会

国語，英語，地理歴史

社 会 経 営 課 程 中学校教諭一種免許状

高等学校教諭一種免許状

社会

公民，商業

２　前項の教育職員免許状を取得するための教職に関する科目，その単位数及び配当学期は，別

表第６のとおりとする。

  （学芸員の資格）

第19条　学部において，学芸員の資格を取得しようとする者は，博物館法（昭和26年法律第285号）

及び同法施行規則（昭和30年文部省令第24号）に規定する所定の単位を修得しなければならない。

２　前項の学芸員の資格を取得するための授業科目，その単位数及び配当学期は，別表第７のと

おりとする。

      第５章　編入学，転学，転学部及び所属課程の変更

  （編入学，転学及び転学部）

第20条　学則第26条及び第27条の規定により，学部に編入学若しくは転学を志望する者又は学則

第33条の規定により，他学部に転学部を希望する者は，所定の願書その他必要書類を所定の期

日までに学部長に提出しなければならない。

  （所属課程の変更）

第21条　学則第34条の規定により，所属課程の変更を希望する者は，所定の願書その他必要書類

を所定の期日までに学部長に提出しなければならない。

２　前項の規定による願い出があった場合は，教授会の議を経て許可することがある。

    第６章　科目等履修生，研究生，聴講生及び特別聴講学生

  （科目等履修生）

第22条　科目等履修生として学部で開設する授業科目を履修しようとする者があるときは，当該

授業科目の授業に支障がない場合に限り，学則第46条の規定により，教授会の議を経て，学長

が入学を許可することがある。

２　科目等履修生として入学しようとする者は，所定の期日までに，科目等履修生入学願書に履

歴書，検定料及び別に指定する書類を添えて学部長を経て学長に提出しなければならない。

３　科目等履修生の在学期間は，１年以内とする。ただし，願い出により教授会の議を経て，学長は，

その期間の延長を許可することがある。

４　履修した授業科目について，試験を受け合格した者には，所定の単位修得証明書を交付する。

５　科目等履修生として学修に適しない場合は教授会の議を経て，学長が履修の許可を取り消すこと
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がある。

  （研究生）

第23条　学部の専任担当教員の指導を受けて特定の専門分野の研究をしようとする者があるとき

は，学則第47条の規定により，教授会の議を経て，学長は，研究生として入学を許可すること

がある。

２　研究生の在学期間は，１年とする。ただし，願い出により教授会の議を経て，学長はその期

間の延長を許可することがある。

３　研究生は，指導教員及び授業科目担当教員の承認を経て，学部の授業に出席することができる。

４　研究生が研究を修了した場合は，その成果を指導教員に提出しなければならない。

５　研究生が退学するときは，所定の退学願を指導教員を経て学部長に提出しなければならない。

６　研究生にしてその本分に反し，研究に適しないと教授会で認めた者は，退学させることがある。

７　研究生については，この規程に定めるもののほか，学部学生に準じて取り扱う。

  （聴講生）

第24条　学部の授業を聴講しようとする者があるときは，学則第48条の規定により，教授会の議

を経て，学長は，聴講生として入学を許可することがある。

２　聴講生の出願期日は，学期初め２週間以内とする。

３　聴講生の聴講期間は，１年以内とする。ただし，願い出により教授会の議を経て，学長は，

その期間の延長を許可することがある。

４　前条第５項から第７項までの規定は，聴講生に準用する。

  （特別聴講学生）

第25条　他の大学又は外国の大学の学生で，学部の授業科目を履修しようとする者があるときは，

学則第49条の規定により，教授会の議を経て，学長は，特別聴講学生として入学を許可するこ

とがある。

２　特別聴講学生を志願しようとする者は，当該大学の学長を経て，特別聴講学生入学願書その

他必要書類を指定の期日までに学部長を経て学長に提出しなければならない。

３　第23条第５項から第７項までの規定は，特別聴講学生に準用する。

  （その他）

第26条　この規程に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

      附　則

１　この規程は，平成16年4月1日から施行する。

２  廃止前の弘前大学人文学部規則（昭和40年規則第9号）は，この規程の施行にかかわらず，平

成16年3月31日に本学部に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平成16年4

月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転学又は再入学する者が本学部に在学しなく

なる日までの間，なおその効力を有する。

      附　則

１　この規程は，平成17年4月1日から施行する。

２　平成16年度以前の入学者及び平成16年度入学者の属する年次に編入学，転学又は再入学する
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ものについては，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。

      附　則

１　この規程は，平成18年4月1日から施行する。

２　平成17年度以前の入学者及び平成17年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入

学するものについては，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。

      附　則

１　この規程は，平成19年4月1日から施行する。

２　平成18年度以前の入学者及び平成18年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入

学するものについては，改正後の別表第3及び別表第5の規定にかかわらず，なお従前の例による。

　　　附　則

　この規程は，平成20年4月1日から施行する。

　　　附　則

１　この規程は，平成21年4月1日から施行する。

２　平成20年度以前の入学者及び平成20年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入

学する者については，改正後の規定にかかわらず，なお，従前の例による。

　　　附　則（平成22年3月17日規程第5号）

１　この規程は，平成22年4月1日から施行する。

２　平成21年度以前の入学者及び平成21年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入

学する者については，改正後の規定にかかわらず，なお，従前の例による。

　　　附　則（平成23年3月14日規程第7号）

　この規程は，平成23年4月1日から施行する。

　　　附　則（平成24年2月24日規程第40号）

１　この規程は，平成24年4月1日から施行する。

２　平成23年度以前の入学者及び平成23年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又　は再

入学する者については，改正後の規定にかかわらず，なお，従前の例による。

　　　附　則（平成25年2月6日規程第4号）

１　この規程は，平成25年4月1日から施行する。

２　平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又　は再

入学する者については，改正後の規定にかかわらず，なお，従前の例による。

　　　附　則（平成25年2月20日規程第5号）

１　この規程は，平成25年4月1日から施行する。

２　平成24年度以前の入学者及び平成24年度以前の入学者の属する年次に転入学，転学又　は再

入学する者については，改正後の規定にかかわらず，なお，従前の例による。 
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  　　附　則（平成27年2月18日規程第4号）

　この規程は，平成27年4月1日から施行する。

　　　附　則（平成27年3月20日規程第10号）

　この規程は，平成27年3月20日から施行する。

　　　附　則（平成27年9月14日規程第177号）

　この規程は，平成27年10月1日から施行する。

　　　附　則（平成28年2月15日規程第30号）

１　この規程は，平成28年4月1日から施行する。

２　平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入

学する者については，改正後の規定にかかわらず，なお，従前の例による。

     附　則（平成29年2月14日規程第8号）

１　この規程は，平成29年4月1日から施行する。

２　平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入

学する者については，改正後の規定にかかわらず，なお，従前の例による。

　　　附　則（平成29年2月14日規程第16号）

１　この規程は，平成29年4月1日から施行する。

２　平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入

学する者については，改正後の規定にかかわらず，なお，従前の例による。

別表第1 

  文化創生課程（文化資源学コース）

　[別紙参照 ]

別表第2 

  文化創生課程（多文化共生コース）

　[別紙参照 ]

別表第3 

  社会経営課程（経済法律コース）

　[別紙参照 ]

別表第4 

  社会経営課程（企業戦略コース）

　[別紙参照 ]

別表第5 

  社会経営課程（地域行動コース）

　[別紙参照 ]

別表第6（第18条関係） 

　[別紙参照 ]

別表第7（第19条関係） 

　[別紙参照 ]
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別表第1　文化創生課程（文化資源学コース）

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

歴史学入門 2 2
哲学倫理入門 2 2
言語学入門 2 2
文学入門 2 2
社会学入門 2 2
経済学入門 2 2
経営学入門 2 2
会計学入門 2 2
統計学入門 2 2
法学入門 2 2
グローバル実践科目 2 2

計 22 20 2
文化資源学 2 2
形態文化論 2 2
形態文化史 2 2

計 6 6
民俗と文化 2 2
言語と文化 2 2
文学と文化 2 2
思想と文化 2 2

計 8 8
文化財科学 2 2
日本考古学 2 2
西洋考古学 2 2
芸術史 2 2
文化財論 2 2
民俗学 2 2
日本語学 2 2
言語学 2 2
日本古典文学 2 2
日本近現代文学 2 2
日本倫理思想 2 2
西洋倫理思想 2 2
東アジア思想 2 2
中国文学Ａ 2 2
中国文学Ｂ 2 2
漢文学Ａ 2 2
漢文学Ｂ 2 2
書道Ⅰ 2 2
博物館概論 2 2
博物館教育論 2 2
博物館経営論 2 2
言語学演習 2 2
考古学実習Ⅰ 2 2
考古学実習Ⅱ 2 2
美術史実習Ⅰ 2 2
美術史実習Ⅱ 2 2
文化財論実習Ⅰ 2 2
文化財論実習Ⅱ 2 2
民俗学実習Ⅰ 2 2
民俗学実習Ⅱ 2 2
日本語学演習Ⅰ 2 2
日本語学演習Ⅱ 2 2
日本古典文学演習Ⅰ 2 2
日本古典文学演習Ⅱ 2 2
日本近現代文学演習Ⅰ 2 2
日本近現代文学演習Ⅱ 2 2
日本倫理思想演習Ⅰ 2 2
日本倫理思想演習Ⅱ 2 2
西洋倫理思想演習Ⅰ 2 2
西洋倫理思想演習Ⅱ 2 2
文化財科学実習Ⅰ 2 2
文化財科学実習Ⅱ 2 2

計 84 28 56

授　　業　　科　　目 単
位

年　次　別　単　位　数
備　　　　　考1 2 3 4

基
礎
科
目

3科目6単位を修得すること。

発
展
科
目

10科目20単位を修得すること。

2科目4単位を修得すること。
（同実習をⅠとⅡ連続して修得するこ
と。）

専
門
教
育
科
目

学
部
基
本
科
目

グローバル実践科目を含む，5科目10単位を
修得すること。

学
部
専
門
科
目

コ
ア
科
目

文化資源学を含む，2科目4単位を修得する
こと。

- 34 -
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文化資源活用論 2 2
地域文化振興論 2 2
考古学フィールドワーク実習Ⅰ 2 2
考古学フィールドワーク実習Ⅱ 2 2
美術史資料実習Ⅰ 2 2
美術史資料実習Ⅱ 2 2
文化財保存活用実習Ⅰ 2 2
文化財保存活用実習Ⅱ 2 2
保存科学実習Ⅰ 2 2
保存科学実習Ⅱ 2 2
民俗誌実習Ⅰ 2 2
民俗誌実習Ⅱ 2 2
地域文化振興実習 2 2

計 26 16 10
歴史基礎論Ａ 2 2
歴史基礎論Ｂ 2 2
日本史 2 2
中国史 2 2
西洋史 2 2
人類学 2 2
インターンシップＡ 2 2
文化資源学コース特設講義Ａ 2 2
文化資源学コース特設講義Ｂ 2 2
文化資源学コース特設講義Ｃ 2 2
文化資源学コース特設講義Ｄ 2 2

計 22 4 4 8 4 2
3年次ゼミナールⅠ 2 2
3年次ゼミナールⅡ 2 2
4年次ゼミナールⅠ 2 2
4年次ゼミナールⅡ 2 2

計 8 2 2 2 2
卒業研究 6
特定課題研究 4

計 10

90単位以上修得すること。

応
用
科
目

2科目4単位を修得すること。

選
択
科
目

4科目8単位を修得すること。

ゼ
ミ
ナー

ル

4科目8単位を修得すること。

合計
［卒業所要単位数］
　《教養教育科目》　　　34単位
　《専門教育科目》
　　　学部基本科目　　　10単位（必修2単位，選択8単位）
　　　学部専門科目
　　　　コア科目　　　　 4単位（必修2単位，選択2単位）
　　　　基礎科目　　　　 6単位
　　　　発展科目　　　　24単位（選択必修4単位，選択20単位）
　　　　応用科目　　　　 4単位
　　　　選択科目　　　　 8単位
　　　　ゼミナール　　　 8単位
　　　　卒業研究　　　　 6単位（特定課題研究の場合は4単位）
　《本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目》
　　　　    　　    　　20単位（特定課題研究の場合は22単位）
　　　合　　　計 　　　124単位

卒
業
研
究

6 卒業研究または特定課題研究のいずれかを
修得すること。4

10

本学部及び他
学部で開設し
ている教養教
育科目又は専
門教育科目

　本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目から20単位（特定課題研究を選択した場合は22単位）修得すること。ただ
し，教養教育科目にあっては，4単位までとする。
　なお，別表第6教職に関する科目及び別表第7学芸員の資格を取得するための授業科目の中の必修科目（「博物館概論」，「博物館経営論」，
「博物館情報・メディア論」，「博物館教育論」を除く。）は含めることはできない。
　また，上欄学部基本科目・コア科目・基礎科目・発展科目・応用科目・選択科目で指定された修得単位を超えて修得した単位を含めることが
できる。

- 35 -
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別表第2　文化創生課程（多文化共生コース）

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

歴史学入門 2 2
哲学倫理入門 2 2
言語学入門 2 2
文学入門 2 2
社会学入門 2 2
経済学入門 2 2
経営学入門 2 2
会計学入門 2 2
統計学入門 2 2
法学入門 2 2
グローバル実践科目 2 2

計 22 20 2
多文化共生論 2 2
グローバルコミュニケーション論Ａ 2 2
文学基礎論Ａ 2 2
歴史基礎論Ａ 2 2
地域基礎論Ａ 2 2
国際共生論Ａ 2 2

計 12 12
グローバルコミュニケーション論Ｂ 2 2
文学基礎論Ｂ 2 2
歴史基礎論Ｂ 2 2
多文化基礎論 2 2
地域基礎論Ｂ 2 2
国際共生論Ｂ 2 2
人文地理Ａ 2 2
人文地理Ｂ 2 2
自然地理Ａ 2 2
自然地理Ｂ 2 2
地誌Ａ 2 2
地誌Ｂ 2 2
言語コミュニケーション実習ⅠＡ(英語) 2 2
言語コミュニケーション実習ⅠＡ(多言語) 2 2
言語コミュニケーション実習ⅠＢ(英語) 2 2
言語コミュニケーション実習ⅠＢ(多言語) 2 2
歴史文化演習Ａ 2 2
歴史文化演習Ｂ 2 2
トラベルスタディーズＡ 2 2
トラベルスタディーズＢ 2 2

計 40 26 14
言語文化論 2 2
英語学Ａ 2 2
英語学Ｂ 2 2
英米文学Ａ 2 2
英米文学Ｂ 2 2
日本史 2 2
中国史 2 2
西洋史 2 2
ユーラシア史 2 2
沿岸アジア史 2 2
西洋古典文化論 2 2
欧米文化論Ａ 2 2
欧米文化論Ｂ 2 2
アジア地域学Ａ 2 2
アジア地域学Ｂ 2 2
ヨーロッパ地域学 2 2
アメリカ・オセアニア地域学Ａ 2 2
アメリカ・オセアニア地域学Ｂ 2 2

計 36 36

基
礎
科
目

言語コミュニケーション実習ⅠＡ（英
語），（多言語）・ⅠＢ（英語），（多言
語）を含む，7科目14単位を修得すること。

発
展
科
目

5科目10単位を修得すること。

授　　業　　科　　目 単
位

年　次　別　単　位　数

備　　　　　考1 2 3 4

専
門
教
育
科
目

学
部
基
本
科
目

グローバル実践科目を含む，5科目10単位を
修得すること。

学
部
専
門
科
目

コ
ア
科
目

多文化共生論を含む，3科目6単位を修得す
ること。

- 36 -
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言語コミュニケーション実習ⅡＡ(英語) 2 2
言語コミュニケーション実習ⅡＡ(多言語) 2 2
言語コミュニケーション実習ⅡＢ(英語) 2 2
言語コミュニケーション実習ⅡＢ(多言語) 2 2
言語コミュニケーション実習ⅢＡ(英語) 2 2
言語コミュニケーション実習ⅢＢ(英語) 2 2

計 12 4 4 2 2
文化資源学 2 2
言語と文化 2 2
社会調査論 2 2
社会学 2 2
ミクロ経済学Ⅰ 2 2
公法学 2 2
経営戦略論 2 2
インターンシップＡ 2 2
多文化共生コース特設講義Ａ 2 2
多文化共生コース特設講義Ｂ 2 2
多文化共生コース特設講義Ｃ 2 2
多文化共生コース特設講義Ｄ 2 2

計 24 12 4 2 4 2
3年次ゼミナールⅠ 2 2
3年次ゼミナールⅡ 2 2
4年次ゼミナールⅠ 2 2
4年次ゼミナールⅡ 2 2

計 8 2 2 2 2
卒業研究 6
特定課題研究 4

計 10

90単位以上修得すること。

言語コミュニケーション実習ⅡＡ（英
語）・ⅡＢ（英語）を含む，4科目8単位を
修得すること。

選
択
科
目

4科目8単位を修得すること。

ゼ
ミ
ナー

ル

4科目8単位を修得すること。

合計
［卒業所要単位数］
　《教養教育科目》　　　34単位
　《専門教育科目》
　　　学部基本科目　　　10単位（必修2単位，選択8単位）
　　　学部専門科目
　　　　コア科目　　　　 6単位（必修2単位，選択4単位）
　　　　基礎科目　　　　14単位（必修8単位，選択6単位）
　　　　発展科目　　　　10単位
　　　　応用科目　　　　 8単位（必修4単位，選択4単位）
　　　　選択科目　　　　 8単位
　　　　ゼミナール　　　 8単位
　　　　卒業研究　　　　 6単位（特定課題研究の場合は4単位）
　《本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目》
　　　　　　　　　　　　20単位（特定課題研究の場合は22単位）
　　　合　　　計 　　　124単位

卒
業
研
究

6 卒業研究または特定課題研究のいずれかを
修得すること。4

10

本学部及び他
学部で開設し
ている教養教
育科目又は専
門教育科目

　本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目から20単位（特定課題研究を選択した場合は22単位）修得すること。ただし，教
養教育科目にあっては，4単位までとする。
　なお，別表第6教職に関する科目及び別表第7学芸員の資格を取得するための授業科目の中の必修科目（「博物館概論」，「博物館経営論」，「博
物館情報・メディア論」，「博物館教育論」を除く。）は含めることはできない。
　また，上欄学部基本科目・コア科目・基礎科目・発展科目・応用科目・選択科目で指定された修得単位を超えて修得した単位を含めることができ
る。

応
用
科
目
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別表第3　社会経営課程（経済法律コース）

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

歴史学入門 2 2
哲学倫理入門 2 2
言語学入門 2 2
文学入門 2 2
社会学入門 2 2
経済学入門 2 2
経営学入門 2 2
会計学入門 2 2
統計学入門 2 2
法学入門 2 2
グローバル実践科目 2 2

計 22 20 2
ミクロ経済学Ⅰ 2 2
マクロ経済学Ⅰ 2 2
公法学 2 2
私法学 2 2
ミクロ経済学Ⅱ 2 2
マクロ経済学Ⅱ 2 2
経済法律基礎演習Ⅰ 2 2
経済法律基礎演習Ⅱ 2 2

計 16 8 6 2
財政学 2 2
行政学 2 2
政治学 2 2
憲法 2 2
行政法 2 2
刑法 2 2
経済政策 2 2
金融論 2 2
国際経済学 2 2
経済学史 2 2
商法 2 2
労働経済学 2 2
日本経済史 2 2
民法 2 2
労働法 2 2

計 30 30
公共政策論 2 2
刑事司法論 2 2
地方財政論 2 2
地方自治論 2 2
産業立地論 2 2
市場経済論 2 2
経済発展論 2 2
市場法制論 2 2
国際金融論 2 2
雇用政策論 2 2
消費経済論 2 2
生活政策論 2 2
社会保障制度論 2 2

計 26 26
自治体政策研究 2 2
経済学演習Ⅰ 2 2
法学演習Ⅰ 2 2
経済学演習Ⅱ 2 2
法学演習Ⅱ 2 2
地域政策実習 2 2
地域行政実習 2 2
地域司法実習 2 2

計 16 2 6 8

基
礎
科
目

6科目12単位を修得すること。

発
展
科
目

6科目12単位を修得すること。

授　　業　　科　　目 単
位

年　次　別　単　位　数

備　　　　　考1 2 3 4

2科目4単位を修得すること。

専
門
教
育
科
目

学
部
基
本
科
目

グローバル実践科目を含む，5科目10単位を
修得すること。

学
部
専
門
科
目

コ
ア
科
目

経済法律基礎演習Ⅰ・Ⅱを含む，5科目10単
位を修得すること。

応
用
科
目

- 38 -



－ 40 －

文化資源学 2 2
地域文化振興論 2 2
多文化共生論 2 2
経営戦略論 2 2
簿記システムⅠ 2 2
地域イノベーション論Ⅰ 2 2
現代企業論Ⅰ 2 2
地域情報論Ａ 2 2
統計データ分析Ａ 2 2
職業指導 2 2
インターンシップＡ 2 2
経済法律コース特設講義Ａ 2 2
経済法律コース特設講義Ｂ 2 2
経済法律コース特設講義Ｃ 2 2
経済法律コース特設講義Ｄ 2 2

計 30 8 8 2 10 2
3年次ゼミナールⅠ 2 2
3年次ゼミナールⅡ 2 2
4年次ゼミナールⅠ 2 2
4年次ゼミナールⅡ 2 2

計 8 2 2 2 2
卒業研究 6
特定課題研究 4

計 10

90単位以上修得すること。

選
択
科
目

ゼ
ミ
ナー

ル

4科目8単位修得すること。

4科目8単位修得すること。

合計
［卒業所要単位数］
　《教養教育科目》　　　34単位
　《専門教育科目》
　　　学部基本科目　　　10単位（必修2単位，選択8単位）
　　　学部専門科目
　　　　コア科目　　　　10単位（必修4単位，選択6単位）
　　　　基礎科目　　　　12単位
　　　　発展科目　　　　12単位
　　　　応用科目　　　　 4単位
　　　　選択科目　　　　 8単位
　　　　ゼミナール　　　 8単位
　　　　卒業研究　　　　 6単位（特定課題研究の場合は4単位）
　《本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目》
　　　　　　　　　　　　20単位（特定課題研究の場合は22単位）
　　　合　　　計 　　　124単位

卒
業
研
究

6 卒業研究または特定課題研究のいずれかを
修得すること。4

10

本学部及び他
学部で開設し
ている教養教
育科目又は専
門教育科目

　本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目から20単位（特定課題研究を選択した場合は22単位）修得すること。ただし，教
養教育科目にあっては，4単位までとする。
　なお，別表第6教職に関する科目及び別表第7学芸員の資格を取得するための授業科目の中の必修科目（「博物館概論」，「博物館経営論」，「博
物館情報・メディア論」，「博物館教育論」を除く。）は含めることはできない。
　また，上欄学部基本科目・コア科目・基礎科目・発展科目・応用科目・選択科目で指定された修得単位を超えて修得した単位を含めることができ
る。
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別表第4　社会経営課程（企業戦略コース）

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

歴史学入門 2 2
哲学倫理入門 2 2
言語学入門 2 2
文学入門 2 2
社会学入門 2 2
経済学入門 2 2
経営学入門 2 2
会計学入門 2 2
統計学入門 2 2
法学入門 2 2
グローバル実践科目 2 2

計 22 20 2
経営戦略論 2 2
ベンチャービジネス論 2 2
簿記システムⅠ 2 2

計 6 6
経営管理論 2 2
経営組織論 2 2
マーケティング論Ⅰ 2 2
マーケティング論Ⅱ 2 2
企業経営史Ⅰ 2 2
企業経営史Ⅱ 2 2
簿記システムⅡ 2 2
財務会計Ⅰ 2 2
財務会計Ⅱ 2 2
原価計算 2 2
管理会計 2 2
地域データ分析Ⅰ 2 2
地域データ分析Ⅱ 2 2
事業計画演習Ⅰ 2 2
事業計画演習Ⅱ 2 2

計 30 16 14
地域イノベーション論Ⅰ 2 2
地域イノベーション論Ⅱ 2 2
現代企業論Ⅰ 2 2
現代企業論Ⅱ 2 2
社会的企業論 2 2
グローバル経営論Ⅰ 2 2
グローバル経営論Ⅱ 2 2
税務会計Ａ 2 2
税務会計Ｂ 2 2

計 18 10 8
ビジネス戦略実習Ⅰ 2 2
ビジネス戦略実習Ⅱ 2 2
プロジェクトマネジメント実習Ⅰ 2 2
プロジェクトマネジメント実習Ⅱ 2 2
スタディツアー 2 2
インターンシップＡ 2 2
インターンシップＢ 2 2

計 14 6 4 2 2
ミクロ経済学Ⅰ 2 2
マクロ経済学Ⅰ 2 2
国際経済学 2 2
商法 2 2
民法 2 2
社会学 2 2
地域文化振興論 2 2
言語コミュニケーション実習ⅠＡ（英語） 2 2
職業指導 2 2
企業戦略コース特設講義Ａ 2 2
企業戦略コース特設講義Ｂ 2 2
企業戦略コース特設講義Ｃ 2 2
企業戦略コース特設講義Ｄ 2 2

計 26 6 12 2 4 2

基
礎
科
目

事業計画演習Ⅰ・Ⅱを含む，10科目20単位
を修得すること。

発
展
科
目

4科目8単位を修得すること。

授　　業　　科　　目 単
位

年　次　別　単　位　数
備　　　　　考1 2 3 4

ビジネス戦略実習Ⅰ・Ⅱを含む，3科目6単
位を修得すること。

選
択
科
目

3科目6単位修得すること。

専
門
教
育
科
目

学
部
基
本
科
目

グローバル実践科目を含む，5科目10単位を
修得すること。

学
部
専
門
科
目

コ
ア
科
目

3科目6単位を修得すること。

応
用
科
目
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3年次ゼミナールⅠ 2 2
3年次ゼミナールⅡ 2 2
4年次ゼミナールⅠ 2 2
4年次ゼミナールⅡ 2 2

計 8 2 2 2 2
卒業研究 6
特定課題研究 4

計 10

90単位以上修得すること。

ゼ
ミ
ナー

ル

4科目8単位修得すること。

合計
［卒業所要単位数］
　《教養教育科目》　　　34単位
　《専門教育科目》
　　　学部基本科目　　　10単位（必修2単位，選択8単位）
　　　学部専門科目
　　　　コア科目　　　　 6単位
　　　　基礎科目　　　　20単位（必修4単位，選択16単位）
　　　　発展科目　　　　 8単位
　　　　応用科目　　　　 6単位（必修4単位，選択2単位）
　　　　選択科目　　　　 6単位
　　　　ゼミナール　　　 8単位
　　　　卒業研究　　　　 6単位（特定課題研究の場合は4単位）
　《本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目》
　　　　　　　　　　　　20単位（特定課題研究の場合は22単位）
　　　合　　　計 　　　124単位

卒
業
研
究

6 卒業研究または特定課題研究のいずれかを
修得すること。4

10

本学部及び他
学部で開設し
ている教養教
育科目又は専
門教育科目

　本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目から20単位（特定課題研究を選択した場合は22単位）修得すること。ただし，教
養教育科目にあっては，4単位までとする。
　なお，別表第6教職に関する科目及び別表第7学芸員の資格を取得するための授業科目の中の必修科目（「博物館概論」，「博物館経営論」，「博
物館情報・メディア論」，「博物館教育論」を除く。）は含めることはできない。
　また，上欄学部基本科目・コア科目・基礎科目・発展科目・応用科目・選択科目で指定された修得単位を超えて修得した単位を含めることができ
る。
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別表第5　社会経営課程（地域行動コース）

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

歴史学入門 2 2
哲学倫理入門 2 2
言語学入門 2 2
文学入門 2 2
社会学入門 2 2
経済学入門 2 2
経営学入門 2 2
会計学入門 2 2
統計学入門 2 2
法学入門 2 2
グローバル実践科目 2 2

計 22 20 2
社会調査論 2 2
人類学 2 2
社会学 2 2
社会心理学 2 2
社会言語学 2 2

計 10 10
住民生活論Ａ 2 2
住民ネットワーク論Ａ 2 2
住民参画論Ａ 2 2
地域情報論Ａ 2 2
統計データ分析Ａ 2 2
基礎地理学Ａ 2 2
地域地理学Ａ 2 2
社会調査設計演習 2 2
地域行動論演習Ａ 2 2
社会調査実習I 2 2
地域アクションリサーチ実習I 2 2

計 22 22
住民生活論Ｂ 2 2
住民ネットワーク論Ｂ 2 2
住民参画論Ｂ 2 2
地域情報論Ｂ 2 2
統計データ分析Ｂ 2 2
基礎地理学Ｂ 2 2
地域地理学Ｂ 2 2
量的社会調査演習 2 2
地域行動論演習Ｂ 2 2
社会調査実習Ⅱ 2 2
地域アクションリサーチ実習Ⅱ 2 2

計 22 22
環境地理学Ａ 2 2
環境地理学Ｂ 2 2
地域行動論演習Ｃ 2 2
地域行動論演習Ｄ 2 2
住民ファシリテーション演習Ａ 2 2
住民ファシリテーション演習Ｂ 2 2
地域フィールドワーク実習Ⅰ 2 2
地域フィールドワーク実習Ⅱ 2 2
地域協働実習Ⅰ 2 2
地域協働実習Ⅱ 2 2

計 20 10 10
民俗学 2 2
地域文化振興論 2 2
地域基礎論Ａ 2 2
多文化共生論 2 2
マクロ経済学Ⅰ 2 2
労働法 2 2
地域イノベーション論Ⅰ 2 2
地域イノベーション論Ⅱ 2 2
言語コミュニケーション実習ⅠＡ（英語） 2 2
言語コミュニケーション実習ⅠＢ（英語） 2 2
職業指導 2 2

基
礎
科
目

6科目12単位を修得すること。

発
展
科
目

6科目12単位を修得すること。

授　　業　　科　　目 単
位

年　次　別　単　位　数
備　　　　　考1 2 3 4

4科目8単位を修得すること。

選
択
科
目

4科目8単位を修得すること。

専
門
教
育
科
目

学
部
基
本
科
目

グローバル実践科目を含む,5科目10単位を
修得すること。

学
部
専
門
科
目

コ
ア
科
目

社会調査論を含む，3科目6単位を修得する
こと。

応
用
科
目
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インターンシップＡ 2 2
地域行動コース特設講義Ａ 2 2
地域行動コース特設講義Ｂ 2 2
地域行動コース特設講義Ｃ 2 2
地域行動コース特設講義Ｄ 2 2

計 32 6 8 6 8 4
3年次ゼミナールⅠ 2 2
3年次ゼミナールⅡ 2 2
4年次ゼミナールⅠ 2 2
4年次ゼミナールⅡ 2 2

計 8 2 2 2 2
卒業研究 6
特定課題研究 4

計 10

90単位以上修得すること。

ゼ
ミ
ナー

ル

4科目8単位修得すること。

合計
［卒業所要単位数］
　《教養教育科目》　　　34単位
　《専門教育科目》
　　　学部基本科目　　　10単位（必修2単位，選択8単位）
　　　学部専門科目
　　　　コア科目　　　　 6単位（必修2単位，選択4単位）
　　　　基礎科目　　　　12単位
　　　　発展科目　　　　12単位
　　　　応用科目　　　　 8単位
　　　　選択科目　　　　 8単位
　　　　ゼミナール　　　 8単位
　　　　卒業研究　　　　 6単位（特定課題研究の場合は4単位）
　《本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目》
　　　　　　　　　　　　20単位（特定課題研究の場合は22単位）
　　　合　　　計 　　　124単位

卒
業
研
究

6 卒業研究または特定課題研究のいずれかを
修得すること。4

10

本学部及び他
学部で開設し
ている教養教
育科目又は専
門教育科目

　本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目から20単位（特定課題研究を選択した場合は22単位）修得すること。ただし，教
養教育科目にあっては，4単位までとする。
　なお，別表第6教職に関する科目及び別表第7学芸員の資格を取得するための授業科目の中の必修科目（「博物館概論」，「博物館経営論」，「博
物館情報・メディア論」，「博物館教育論」を除く。）は含めることはできない。
　また，上欄学部基本科目・コア科目・基礎科目・発展科目・応用科目・選択科目で指定された修得単位を超えて修得した単位を含めることができ
る。

- 43 -



－ 45 －



－ 46 －

別表第７(第19条関係)

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

前
期

後
期

博物館概論 2 2
博物館経営論 2 2
博物館資料論 2 2
博物館資料保存論 2 2
博物館展示論 2 2
博物館教育論 2 2
生涯学習論 2 2
博物館情報・メディア論 2 2
博物館実習Ⅰ 1 1
博物館実習Ⅱ 2 2
歴史学入門 2 2 適宜選択して4単位以上
文化資源学 2 2 修得すること。
形態文化論 2 2
形態文化史 2 2
民俗と文化 2 2
文化財科学 2 2
日本考古学 2 2
西洋考古学 2 2
芸術史 2 2
文化財論 2 2
民俗学 2 2
歴史基礎論Ａ 2 2
歴史基礎論Ｂ 2 2
日本史 2 2
中国史 2 2
西洋史 2 2
人類学 2 2
被服学Ⅰ 2 2
工芸史 2 2
美術史Ⅰ 2 2
基礎物理学Ⅰ 1 1
基礎化学Ⅰ 1 1
基礎生物学Ⅰ 1 1
基礎地学Ⅰ 1 1
力学Ⅰ 2 2
電磁気学Ⅰ 2 2
力学Ⅱ 2
化学概論 2
化学の基礎 2 2
地球環境学概論 2 2
物理学の基礎Ａ 2 2
物理学の基礎Ｂ 2 2
化学の基礎Ａ 2 2
化学の基礎Ｂ 2 2
化学の基礎Ｄ 2 2
化学の基礎Ｅ 2 2
基礎生物学Ａ 2 2
基礎生物学Ｂ 2 2
基礎生物学Ｃ 2 2
生物学の基礎Ｂ 2 2
生物学の基礎Ｃ 2 2

授業科目

学芸員の資格を取得するための授業科目

必
修
科
目

選
択
科
目

2
2

単
位

年次別単位数
備考１ ２ ３ ４
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  ○ 弘前大学人文社会科学部履修細則 

 
 
 （授業科目の履修） 
第１条 学生は，各学期において履修しようとする授業科目について，各学期開始後指定された期間内に，

担当教員に履修の承認を受け，履修登録手続きをしなければならない。指定の期間以後において履修科目
を追加することは認めない。また，同一時間に行われる授業については，2 科目以上にわたり履修すること
はできない。 

２ 同一授業科目につき 2 回の履修は，認めない。ただし，1 回目に単位を修得しない場合は，この限りでな
い。 

３ 不合格となった授業科目について，再び単位を修得しようとするときは，改めて履修の手続きをとり，
かつ，実際にその授業に出席しなければ受験することはできない。 

４ 指定の期間に教員の承認を得ず又は履修登録手続きをしないで授業に出席し，その授業科目を受験した
場合には，その受験を無効とする。 

５ 学生が履修登録できる単位数の上限は，弘前大学における授業科目の履修登録単位数の上限に関する規
程（平成 27 年度規程第 54 号。）第 4 条第 1 項の規程に基づき，年間 48 単位までとする。ただし，同規程
第 4 条第 2 項の規程に基づき，演習科目，ゼミナール，卒業研究及び特定課題研究，弘前大学人文社会科
学部規程（平成 16 年度規程第 88 号。以下「規程」という。）別表第 6 に掲げる教職に関する科目（以下
「教職科目」という。），及び規程別表第 7 に掲げる学芸員の資格を取得するための授業科目（以下「学
芸員科目」という。）のうち，指定する授業科目（博物館資料論，博物館資料保存論，博物館展示論，生
涯学習論，博物館実習Ⅰ及び博物館実習Ⅱをいう。）にあっては，年間 48 単位を超えて履修登録できるも
のとする。 

 （専門教育科目） 
第２条 2 年次からの専門教育科目を履修するためには，規程第 3 条第 2 項に定める履修コースに所属しなけ

ればならない。 
２ 3 年次に履修すべき専門教育科目の必修科目のゼミナールを履修するためには，スタディスキル導入科目

4 単位を含む教養教育科目 26 単位以上及び専門教育科目 16 単位以上を修得していなければならない。 
３ 専門教育科目の授業科目は，学部基本科目，コア科目，基礎科目，発展科目，応用科目，選択科目，ゼ

ミナール，卒業研究の 8 区分とし，規程第 9 条に定める単位を修得しなければならない。 
４ 本学部及び他学部で開設している教養教育科目又は専門教育科目の単位には，教職科目及び学芸員科目

（博物館概論，博物館経営論，博物館情報・メディア論及び博物館教育論を除く。）における必修単位を
含まないものとする。 

 （卒業研究及び特定課題研究） 
第３条 4 年次の学生は，卒業研究及び特定課題研究の題目届を，所定の様式により 10 月 15 日（当該日が休

日の場合は，直前の平日）までに，人文社会科学部（以下「本学部」という。）事務部へ提出しなければ
ならない。 

２ 前項により題目届けを提出した者は，卒業研究及び特定課題研究を，所定の様式により１月 10 日（当該
日が休日の場合は，直前の平日）までに本学部事務部へ提出しなければならない。 

３ 本学部事務部の担当者は，卒業研究及び特定課題研究を受領したときには受領書を交付する。 
４ 第 1 項及び第 2 項の規程にかかわらず，翌年度の 9 月末に卒業認定を希望する学生は，第 1 項の卒業研

究及び特定課題研究の題目届にあっては，翌年の 4 月 15 日（当該日が休日の場合は，直前の平日）までに，
第 2 項の卒業研究及び特定課題研究にあっては，翌年の 7 月 10 日（当該日が休日の場合は，直前の平日）
までに，それぞれ提出しなければならないものとする。 

 （試験及び成績） 
第４条 試験の結果，単位を修得できなかった者に対する再試験は，原則として行わない。 
２ やむを得ない事情により試験に欠席した者に対しては，学務委員会で審議の上，追試験を行うことがあ

る。 
３ 追試験を受けようとする者は，当該授業科目試験終了後 7 日以内に追試験願（病気の場合は医師の診断 

書もしくは受診を証明するものを，また，事故の場合はその証明書を添付）を学部長に提出しなければな 
らない。 

４ 追試験は，原則としてそれぞれの学期の試験終了後 30 日以内に期日を指定して行う。 
５ 成績の発表は，次の評語による。 
     秀    （100～90） 
     優     （89～80） 
     良     （79～70） 
     可     （69～60） 
     不可    （59 以下）不合格 
 （成績評価基準） 

○　弘前大学人文社会科学部履修細則
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第４条の２ 専門教育科目（教職科目を除く。）の講義，演習及び実習の成績評価基準は，次のとおりとす
る。 

 (1) 成績評価は，原則として，平常評価及び期末評価を総合して行う。 
 (2) 平常評価は，小テスト，課題，発表等で行う。 
 (3) 期末評価は，試験，レポート，発表等で行う。 
 
 （欠席，休学及び在学年数） 
第５条 病気その他の理由により引き続き 1 か月以上欠席する場合は，期間及び理由を記載して願い出なけ

ればならない。ただし，病気による場合は，医師の診断書を添えなければならない。 
２ 病気その他の理由により 3 か月以上修学することができない場合は，保証人連署の上当該学期又は学年

の休学を願い出ることができる。ただし，病気による場合は，医師の診断書を添えなければならない。 
３ 休学を許可された期問内に復学する場合は，復学の前日までに復学届を提出しなければならない。ただ

し，病気休学者が復学する場合は，医師の診断書を添えて提出しなければならない。 
４ 法定伝染病又はその疑いがあると医師の診断を受けたときは，直ちに本学部へ届け出なければならない。 
５ 本学部に入学後，8 年を経て所定の単位を取得できない者は，学則第 11 条により退学しなければならな

い。 
 （編入学及び転学） 
第６条 本学部学生で他の大学への編入学又は転学を志望する場合は，本学部教授会の議を経て学長の許可

を得なければならない。なお，学内で転学部を志望する場合もこれに準ずる。 
 
  附 則 
１ この細則は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
２ 平成 16 年度以前の入学者及び平成 16 年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入学する者

については，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
 
  附 則 
１ この細則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 
２ 平成 18 年度以前の入学者及び平成 18 年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入学する者

については，改正後の第 4 条第 3 項の規定にかかわらず，なお，従前の例による。 
 
  附 則 
この細則は，平成 20 年４月 1 日から施行する。 
 
  附 則 
１ この細則は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 
２ 平成 20 年度以前の入学者及び平成 20 年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入学する者

については，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
 
  附 則 
１ この細則は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 
２ 平成 21 年度以前の入学者及び平成 21 年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入学する者

については，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
 
  附 則 
１ この細則は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
２ 平成 24 年度以前の入学者及び平成 24 年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入学する者

については，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
 
  附 則 
１ この細則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
２ 平成 27 年度以前の入学者及び平成 27 年度以前の入学者の属する年次に編入学，転学又は再入学する者

については，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
 


